
                           

部活動に係る運営方針  

 

秋田県立大曲工業高等学校  

 

１  部活動の目的  

  学校教育の一環として行い、健全な心身の発達を図り、生きる力の育成、豊かな学校生活を実現

させることを目的とする。  

 

２  基 本 方針  

（１）活動時間について  

①平日の活動時間は、長くとも２ 時間３ ０ 分程度とする。  

②土曜・日曜（以下「週末」）及び祝日の活動時間は、長くとも３ 時間３０分程度とする。  

③冬期間（降雪期 ) 、平日における活動時間の短縮を心がける。  

（２）休養日（休止日）について  

①学期中は、週あたり１日設けられる「躍進の日」を休養日とする。  

②週末は、月あたり２ 日以上の休養日を設ける。  

③ 定 期 考 査 開 始 日 の １ 週間前から終了前日までは、原則、活動休止日とする。  

④学校閉庁日は、活動休止日とする。  

（３ ）活動について  

  ①活動は、部長・監督の指導のもとに部員が協力し、主体的に行う。  

  ②活動は、計画的に行い、その周知に努める。  

 

３  留意事項  

（１）平日における生徒の下校完了時間を午後７時とする。ただし、練習場所の確保、大会直前などの理由

により午後７時以降の練習を行う場合は、保護者の了解と学校の許可を得ること。  

（２）週末及び祝日における大会や練習試合、強化練習等の活動時間についてはこの限りではないが、生

徒や保護者の過度な負担とならないよう配慮する。  

（３）週末の休養日について、大会や練習試合等により、月あたり２ 日以上の休養日が確保できなかった

場合は他の日に振り替える。  

（４）長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いとするが、ある程度長期の休養期間（オフシーズ

ン）を設ける。  

（５）大会日程等、やむを得ない事情により休養日（休止日）が設定できない場合は、事前に保護者の了解

と学校の許可を得ること。 

（６）学校が必要と認める活動については、保護者の理解の上、別に方針等を定める。  

（７）各部の具体的な活動方針は別に定める。  


